
農産物における降霜・低温被害の   
視察調査報告(経済建設常任委員会)     

 

はじめに、農作物の被害を被った農家の方々に対しまして心からお見舞い申し上げま

す。経済建設常任委員会は去る５月２２日、４月の異常気象により被害にあった梨栽培

農家及びリンゴ・ぶどう栽培農家の被害状況を把握するため、市内の梨栽培農家２カ所

とリンゴ・ぶどう栽培農家各１カ所の視察調査を行いました。特に被害が大きかったの

は梨栽培農家であり、農園主に被害状況の説明を聞くとともに各委員が現場の被害状況

を調査致しました。 

その被害の概要は、開花時期であった４月中旬から下旬における降霜・低温の被害に

より多くの花が枯れてしまい収穫時期を迎えても果実が実らないという悲惨な状況で

ありました。 

本委員会は、今後とも議会との連携を図り、被害の実情を追跡するとともに被害を受

けた農家救援のために、市に対してあらゆる支援策を要請して参りたいと考えています。 

 経済建設常任委員会 委員長 久保居 光一郎 

 

 

梨の被害を確認する委員 


